
「現場技術業務民間競争入札実施要項（案）」及び「発注者支援業務（監督支援業務）民間競争入札実施要項（案）」に対する意見募集への回答及び対応
 意見募集期間：令和６年10月４日～令和６年10月17日

項 資料名 項目 御意見の概要等 回答
修正
有無

修正内容

1

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

７　民間事業者に使用させるこ
とができる国有財産に関する事
項（５）

３３ページの最下行の７行上「毎に」は「ごとに」のほうがよい。 御意見のとおり修正します。

有

「ごとに」に修正

2

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

１－２－５　費用負担等に関す
るその他の留意事項（２）

１３ページの１９行「ウの」は「ウまでの」のほうがよい。 御意見のとおり修正します。

有

「ウまでの」に修正

3

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

別紙２－１　各申請書類の様式
例（別記様式１）

４４ページの最下行「（備考）１」は「（備考）」のほうがよい。２がな
いのであれば。

御意見のとおり修正します。

有

「（備考）」に修正

4

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

別紙２－１　各申請書類の様式
例（別記様式１）

４４ページの枠内の１４行「規定に該当するものでないこと」は「規
定に該当しない者であること」のほうがよい。１４ページの例と同
様に。

御意見のとおり修正します。

有

「規定に該当しない者であ
ること」に修正

5

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

１－２－１　達成目標（２）イ（ア） ９ページの５行「工事の受注者」は「工事受注者」のほうがよい。 御意見のとおり修正します。

有

「工事受注者」に修正

6

発注者支援業務（監督支援業
務）民間競争入札実施要項
（案）

３－４．競争参加資格確認申請
書の提出者に関する要件（４）
注３

１０ページの１４行「設置」は「設立」のほうがよい。 御意見のとおり修正します。

有

「設立」に修正

7

発注者支援業務（監督支援業
務）民間競争入札実施要項
（案）

３－４．競争参加資格確認申請
書の提出者に関する要件（４）
注１

９ページの最下行の１１行上「第一条」は「第１条」のほうがよい。 施行令条文が「第一条」との記載であることから、原文
のままとします。

無

－

8

発注者支援業務（監督支援業
務）民間競争入札実施要項
（案）

５　対象公共サービスを実施す
る者を決定するための評価の
基準その他の対象公共サービ
スを実施する者の決定に関する
事項５－１．（２）

１７ページ、３４ページの「一級土木技術者」は「１級土木技術者」

のほうがよい。

御意見のとおり修正します。

有

「１級土木施工管理技士」
に修正

9

発注者支援業務（監督支援業
務）民間競争入札実施要項
（案）

１－１．対象公共サービスの詳
細な内容（２）

２ページの１２行「受注者」と２３行「工事受注者」とは、同じ者を指
しているのか？

同じ者を指していません。前者は業務の受注者、後者
は工事の受注者を指しています。

無

－

10

発注者支援業務（監督支援業
務）民間競争入札実施要項
（案）

３．入札参加資格に関する事項
３－６．（１）１）

１４ページの１行、３行の「言う」は「いう」のほうがよい。 御意見のとおり修正します。

有

「いう」に修正

11

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

２　実施時期に関する事項 ２または３ヶ年の複数年度契約において、２年目以降の技術者単
価が変更できるように「労務費の適切な転嫁のための価格交渉
に関する指針(令和５年１１月２９日内閣官房・公正取引委員会)」
に則り労務費の価格転嫁ができるようお願いします。
５-１(７)賃上げを実施する企業に対する加点措置において、労務
賃金スライドができないことで賃上げ原資を圧迫している。

御意見として伺います。
現在、建設コンサルタント業務の業務請負契約書に
「スライド条項」に関する規定はされていないところで
す。 無

－



項 資料名 項目 御意見の概要等 回答
修正
有無

修正内容

12

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

３－２　設計共同体 地方農政局長から当該業務に係る設計共同体としての競争参加
者資格の認定を受けなくても、設計共同体の各構成員が競争参
加資格の認定を受けていれば入札に参加できるようお願いしま
す。

御意見として伺います。
設計共同体は、代表者や構成員の分担業務等につい
て明らかにする必要があることから、業務毎に競争参
加資格審査が必要なことをご理解願います。

無

－

13

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

３-５　配置予定者の技術者の
資格要件(１)イ現場技術員

現場技術員Ａ～Ｃにおいて、技術士と１級土木施工管理技士が
資格要件で重なっている。
重複したままの実施要領の場合、発注時に安価な現場技術員Ｃ
(技術員単価)が採用される可能性が高くなりますので、資格に対
する適性な技術者単価の採用をお願いします。
現場技術員Ｃから技術士と１級土木施工管理技士の削除し、技
術士と１級土木施工管理技士を妨げるものではない場合は、そ
の他監督職員が認めるものと明示していただきたい。
また、１級や２級土木施工管理技士補の資格要件追加の御検討
もお願いします。

御意見として伺います。
現場技術員の技術者区分については、業務の内容に
応じて決定しているところです。

無

－

14

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

４　入札に参加する者の募集に
関する事項(１６)

９落札予定者の決定:令和７年２月中旬～令和７年３月上旬に落
札予定者を通知するよう徹底をお願いします。

落札者の決定については、可能な限り速やかに通知
するよう努めます。

無

－

15

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

５-１　(７)賃上げを実施する企
業に対する加点措置に係る留
意事項

別記様式５-５が添付されておりません。 御意見のとおり修正します。

有

「別記様式５－５」を追加

16
現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

技術提案等(標準様式)別記様
式３-６

(５)賃上げの実施の表明は(６)賃上げの実施の表明と思われま
す。

御意見のとおり修正します。
有

「（６）」に修正

17

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

別紙２－５　技術提案書評価基
準【標準例】

予定管理技術者評価における過去の表彰経験は、実施要領本
文や技術提案等(標準様式)では削除されておりますが加点項目
として残っております。

御意見のとおり修正します。

有

予定管理技術者評価につ
いて、評価の着眼点から
「過去の表彰経験」を削除

18

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

１－２－２　達成水準のモニタリ
ングの方法

「なお、評価 項目及び評価方法の詳細は、地方農政局等業務成
績評定要領によるものとする。」とありますが、「農林水産省本省
請負業務成績評定要領」では、現場技術業務に関する業務成績
採点表がなく、設計業務等の業務成績採点表を準用せざるを得
ず、地方農政局等業務成績評定要領でも同様であります。他方、
国土交通省においては、「地方整備局委託業務等成績評定要
領」において、設計業務とは別に工事監督支援業務等独自の業
務成績採点表を示しています。設計業務と現場技術業務とでは
性格が異なることから、農林水産省においても現場技術業務独
自の業務成績採点表の作成をお願い致します。例えば、設計業
務と比較して現場技術業務では、（ア）専門技術力の内（イ）業務
執行能力、（ウ）施工面の知識の配点を大きくした方が業務の性
格により適合すると考えます。

御意見として伺います。

無

－



項 資料名 項目 御意見の概要等 回答
修正
有無

修正内容

19

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

１－２－３　創意工夫の発揮可
能性

創意工夫の発揮可能性 業務を実施するに当たっては以下の視
点から民間事業者の創意工夫を発揮し、 公共サービスの質の向
上に努めるものとする。
業務の実施方針に関する提案 民間事業者は、業務実施の具体
的な方法、業務の質の確保の方法等について 業務全般に係る
質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととす
る。（別記様式３の８参照）ところが、別記様式３の８には、そのよ
うな内容を記載する箇所がないように見受けます。

別記様式の追加に伴い、参照様式番号を修正しま
す。

有

「別記様式３－９参照」に
修正

20

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

３-５　配置予定者の技術者の
資格要件

配置予定技術者の資格要件に、「一級土木施工管理技士補」と
「土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者」の追
加。
・昨今、土木業界全体で人手不足が囁かれている中で、資格要
件の間口を拡げることによって、人員の確保を拡げる。

御意見として伺います。

無

－

21

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

４　入札に参加する者の募集に
関する事項(１６)

他省庁と比較して入札公告の時期が遅いので、人材確保の観点
から「発注の見通しに関する事項の公表」を早めに御願いした
い。また、一部の業務では既に実施されているが、発注予定情報
に「想定している技術者の人数」の記載を御願いしたい。

「発注の見通しに関する事項の公表」については、可
能な限り速やかな公表に努めます。また、想定してい
る技術員の記載については、今後の参考とさせていた
だきます。

無

－

22

現場技術業務民間競争入札実
施要項（案）

現場技術業務民間競争入札実施要項（案）において担当技術者
要件に「直接雇用」の旨の記載はありません。
令和２年のパブコメ回答では「直接雇用を原則」とありますが、昨
今の技術者不足の観点より派遣技術者による配置について検討
願います。

実施要領（案）に直接雇用の記載はありませんが、農
林水産省としては管理技術者及び現場技術員の直接
的雇用関係を確認するものとして運用を行っておりま
すので、ご理解願います。 無

－


